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(57)【要約】
【課題】処理を実行する場合に使用者によって選択され
る処理選択部に図柄を付す場合において、予め登録され
ている複数の図柄全てを選択させる場合に比べ、使用者
が選択することができる図柄を制限する。
【解決手段】画像形成装置は、画像に対する処理をする
処理手段と、処理に関連付き、選択されることで処理を
する選択用ボタンを、所定の図柄および所定の名前を付
して表示する表示部１０７と、選択用ボタンに付す図柄
の選択を受け付ける選択受付手段と、選択用ボタンに付
す名前の入力を受け付ける入力受付手段と、予め登録さ
れている複数の異なる図柄のうち、選択用ボタンに関連
付く処理とは異なる処理に関する図柄の選択を制限する
制限手段とを備える。
【選択図】図１４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像に対する処理をする処理手段と、
　前記処理に関連付き、選択されることで当該処理をする処理選択部を、所定の図柄およ
び所定の名前を付して表示する表示手段と、
　前記処理選択部に付す図柄の選択を受け付ける選択受付手段と、
　前記処理選択部に付す名前の入力を受け付ける入力受付手段と、
　予め登録されている複数の異なる図柄のうち、前記処理選択部に関連付く処理とは異な
る処理に関する図柄の選択を制限する制限手段と
を備える処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来技術として、デジタル複合機の操作パネルにワンタッチボタンを表示させ、ユーザ
によりワンタッチボタンが押下されたことを検出した場合に、予め定められた処理を行う
技術が存在する（特許文献１参照）。
　また、従来技術として、ユーザの操作指示を実行させるためのショートカットキーを作
成し、複写機のコントロールパネルに表示する技術が存在する（特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－３００５００号公報
【特許文献２】特開２００６－２６０５４４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、処理を実行する場合に使用者によって選択される処理選択部に図柄を付す場
合において、予め登録されている複数の図柄全てを選択させる場合に比べ、使用者が選択
することができる図柄を制限することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　請求項１に係る発明は、画像に対する処理をする処理手段と、前記処理に関連付き、選
択されることで当該処理をする処理選択部を、所定の図柄および所定の名前を付して表示
する表示手段と、前記処理選択部に付す図柄の選択を受け付ける選択受付手段と、前記処
理選択部に付す名前の入力を受け付ける入力受付手段と、予め登録されている複数の異な
る図柄のうち、前記処理選択部に関連付く処理とは異なる処理に関する図柄の選択を制限
する制限手段とを備える処理装置である。
【発明の効果】
【０００６】
　請求項１に係る発明によれば、処理選択部に図柄を付す場合において、予め登録されて
いる複数の図柄全てを選択させる場合に比べ、使用者が選択することができる図柄を制限
することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明の実施形態に係る画像形成装置のハードウェア構成を例示したブロック図
である。
【図２】表示部における表示例を示した図である。
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【図３】図２にて示した「コピー」の選択用ボタンがユーザにより選択された後の表示画
面を示した図である。
【図４】表示部における表示例を示した図である。
【図５】図２にて示したホーム画面上の「ボックス保存」が選択された際の表示画面を示
した図である。
【図６】第２タブが選択された際の表示画面を示した図である。
【図７】「個人プリント」が選択された後の表示画面を示した図である。
【図８】ファイルが選択された後の表示画面を示した図である。
【図９】ワンタッチ選択用ボタンをユーザが作成する際の表示画面を示した図である。
【図１０】ワンタッチ選択用ボタンの一覧を示した図である。
【図１１】選択用ボタンを作成する際に、制御部により実行される処理について示したフ
ローチャートである。
【図１２】選択用ボタンを作成する際に表示部に表示される表示画面を示した図である。
【図１３】アイコン変更ボタンが選択された場合に、制御部が実行する処理について示し
たフローチャートである。
【図１４】（Ａ）(Ｂ)は、アイコン変更ボタンが選択された場合に表示されるアイコン選
択画面の一例を示した図である。
【図１５】選択用ボタンの作成が完了した後に制御部によって表示部に表示される表示画
面（ホーム画面）の一例を示した図である。
【図１６】ボックス保存機能が関連付けられた選択用ボタンを作成する際に表示される作
成画面の一例を示した図である。
【図１７】（Ａ）（Ｂ）は、ボックス属性が変更された場合等において警告を行う際に表
示部に表示される表示画面の一例を示した図である。
【図１８】第１の例において警告の表示を行う際に、制御部が実行する処理を示したフロ
ーチャートである。
【図１９】第２の例において警告の表示を行う際に、制御部が実行する処理を示したフロ
ーチャートである。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、添付図面を参照して、本発明の実施の形態について説明する。
　図１は、本発明の実施形態に係る画像形成装置１０のハードウェア構成を例示したブロ
ック図である。本実施形態の画像形成装置１０には、制御部１００、記憶部１０５、表示
部１０７、画像読取部１０８、画像形成部１０９、通信部１１０、画像処理部１１１が設
けられている。なお、これらの各機能部は、バス１０１に接続されており、このバス１０
１を介してデータの授受を行う。
【０００９】
　制御部１００は、画像形成装置１０に設けられた上記各機能部の制御を行う。ここで、
制御部１００は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）１０２、ＲＯＭ（Read Only Memor
y）１０３、ＲＡＭ（Random Access Memory）１０４により構成されている。
　ＲＯＭ１０３は、ＣＰＵ１０２により実行される制御プログラムを記憶している。ＣＰ
Ｕ１０２は、ＲＯＭ１０３に記憶されている制御プログラムを読み出し、ＲＡＭ１０４を
作業エリアにして制御プログラムを実行する。ＣＰＵ１０２により制御プログラムが実行
されると、画像形成装置１０の各機能部が制御される。これにより、例えば、表示部１０
７に予め定められた表示がなされ、また、用紙への画像形成が行われる。また、画像読取
部１０８にセットされた原稿の読み取りなどが行われる。
【００１０】
　なお、ＣＰＵ１０２によって実行されるプログラムは、磁気記録媒体（磁気テープ、磁
気ディスクなど）、光記録媒体（光ディスクなど）、光磁気記録媒体、半導体メモリなど
のコンピュータが読取可能な記録媒体に記憶した状態で提供し得る。また、インターネッ
トなどの通信手段を用いて画像形成装置１０にダウンロードさせてもよい。
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【００１１】
　表示部１０７は、例えば液晶のタッチパネルディスプレイにより構成され、制御部１０
０の制御の下、例えば画像形成装置１０に関するデータを表示する。また、表示部１０７
は、ユーザからの操作を受け付けるための表示画面を表示し、この表示画面を介し、ユー
ザからの操作を受け付ける。
　画像読取部１０８は、文書を読み取り読み取った文書の画像を表す画像データを生成す
る画像読取装置（スキャナ装置）を備えており、生成した画像データを画像処理部１１１
へ出力する。
【００１２】
　画像形成部１０９は、電子写真方式等によって記録媒体である例えば用紙に対して画像
データに応じたトナー像を形成する画像形成機構を備えている。
　通信部１１０は、不図示の通信回線に接続されており、通信回線に接続されている他の
装置と通信を行う通信インターフェースとして機能する。
　画像処理部１１１は、入力される画像データに色補正や階調補正等の画像処理を施すも
のであり、画像処理が施された画像データを生成して画像形成部１０９へ出力する。
　記憶部１０５は、ハードディスク装置などの記憶装置を具備しており、例えば通信部１
１０で受信したデータや画像形成装置１０で生成されたデータを記憶する。
【００１３】
　図２は、表示部１０７における表示例を示した図である。
　表示部１０７には、通常、同図に示すホーム画面が表示されている。このホーム画面に
は、複数の選択用ボタン（アイコン）２１が表示されており、この選択用ボタン２１の何
れかがユーザにより選択（押圧）されることで、選択用ボタン２１に関連付けられている
機能が実行される。
【００１４】
　具体的には、図２に示す例では、選択用ボタン２１として、「コピー」、「ボックス保
存」、「ＩＤカードコピー」、「メディアアクセス」、「メール」、「プリント」、「Ｐ
Ｃ保存」、「ファックス」の何れかを選択するための選択用ボタン２１が表示されている
。そして、本実施形態では、この選択用ボタン２１の何れかがユーザにより選択されると
、詳細な設定を行うための画面が更に表示される。その後、スタートボタン等の予め定め
られたボタンがユーザにより押圧されることで、コピーなどの処理が開始される。
【００１５】
　なお、本実施形態のホーム画面は、複数のページにより構成されており、図２にて示す
表示画面のうちの「地」の部分（背景の部分）を指で押しながら、この「地」の部分を図
中左方向に押し出すことで、他のページに切り替わるようになっている。付言すると、本
実施形態では、いわゆるフリック操作によって、ページの切り替えを行えるようになって
いる。なお、ページの切り替えが行われると、他の選択用ボタン２１が現れるようになる
。
【００１６】
　また、本実施形態の表示部１０７では、選択用ボタン２１の各々を、操作によって移動
できるようになっている。具体的には、選択用ボタン２１を指で押した状態で、この指を
移動させることで、選択用ボタン２１を移動させることができるようになっている。付言
すると、本実施形態では、ドラッグアンドドロップによって、選択用ボタン２１の移動が
行われるようになっている。
【００１７】
　また、本実施形態では、選択用ボタン２１を予め定められた時間押し続け、あるいは、
選択用ボタン２１の何れかが選択されている状態にて、画面の右上に位置する歯車状の記
号（符号２Ａで示す記号）を押すと、画面が切り替わり、この選択用ボタン２１に関連づ
けられている機能の詳細な設定を行えるようになる。
【００１８】
　図３は、図２にて示した「コピー」の選択用ボタン２１がユーザにより選択（押圧）さ
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れた後の表示画面を示した図である。
　この表示画面では、符号３Ａ、３Ｂで示すように、２つのタブ（以下、「第１タブ３Ａ
」、「第２タブ３Ｂ」と称する）が設けられた構成となっている。このようにタブが２つ
だけであると、いずれかのタブにはユーザが必要とするボタン（操作しようとするボタン
）が存在することになる。すると、一度タブを移動すれば必ず必要とするボタンが存在す
ることとなり、タブが４つ、５つなど３つ以上ある場合に比べ、ユーザは、必要とするボ
タン（操作しようとするボタン）が存在するタブを選択するまでのタブの移動の回数を減
らすことができる。
　付言すると、タブが数多くあると、どのタブにどの機能が入っているかを把握しづらく
なるが、本実施形態のようにタブが２つだけであると、どのタブにどの機能が入っている
かを把握しやすくなる。
【００１９】
　ここで、第１タブ３Ａが選択されている状態では、図３に示すように、「両面／片面/
製本」、「コピー部数」、「Ｎアップ数（１ページへの集約ページ数）」、「倍率」、「
カラーモード」、「用紙選択」、「ホチキス」などの設定項目が表示される。付言すると
、本実施形態では、第１タブ３Ａが選択されている際の表示画面では、ユーザによって変
更される頻度が相対的に高いと思われる設定項目が表示されるようになっている。
【００２０】
　一方で、本実施形態では、変更される頻度が相対的に低いと思われる設定項目について
は、図４（表示部１０７における表示例を示した図）に示すように、第２タブ３Ｂが選択
された際の表示画面にて表示を行う。
　ここで、この図４に示す表示画面では、各設定項目（ユーザが設定を行う各項目）が、
画面の縦方向に並べられて表示されている。付言すると、リスト形式で表示されている。
なお、この図４に示す表示画面では、図中下方向にスクロールすることで、隠れている設
定項目も表示されるようになる。
【００２１】
　ここで、第２タブ３Ｂが選択された際の表示画面では、一つの方向（図中、下方向）に
、スクロールすることで他の設定項目も表示される。これにより、ユーザは、自身が探し
ている設定項目を見つけやすくなる。
　ここで、例えば、各設定項目をボタン形式で表示するとともに格子状に並べて配置する
ことも考えられるが、この場合、ユーザは、視線を上下方向のみならず左右方向に移動さ
せる必要が生じる。かかる場合、本実施形態のように一方向にスクロールさせて設定項目
を表示する場合に比べ、ユーザは探している設定項目を見つけにくくなる。
【００２２】
　図５は、図２にて示したホーム画面上の「ボックス保存」が選択された際の表示画面を
示した図である。
　ホーム画面上の「ボックス保存」が選択されると、図５に示すように、ユーザ名が付さ
れた選択用ボタン２１が複数表示された表示画面に切り替わる。この表示画面では、上記
と同様、２つのタブ（以下、「第１タブ５Ａ」、「第２タブ５Ｂ」と称する）が設けられ
た構成となっている。
【００２３】
　なお、図５では、第１タブ５Ａが選択されている状態を示している。また、本実施形態
では、「ボックス保存」が選択されて表示画面が切り替わると、まず、第１タブ５Ａが表
示されるようになっている。そして、本実施形態では、ユーザにより別途第２タブ５Ｂが
選択されることで、第２タブ５Ｂに対応した表示画面が表示される。
【００２４】
　ここで、ボックス保存とは、画像読取部１０８（図１参照）を用いて原稿を読み取るこ
とにより生成された画像データを、記憶部１０５に保存する処理をいう。この際、図５に
て示されている選択用ボタン２１の何れかがユーザにより選択されることで、保存先が指
定され、この保存先に画像データが格納される。
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　なお、この保存先の選択がなされるまでは、図５にて表示されている各選択用ボタン２
１は何れもオフ状態（「地」の色と略同じ色）となっており、保存先の選択がなされると
、他の色に切り替わりオン状態となる（選択された状態となる）。
【００２５】
　また、図５に示す表示画面では、画面の最下部に、ユーザによって変更される頻度の高
い設定項目（「カラーモード」、「原稿の送りモード」、「読み取り解像度」）を表示し
ており、これらの設定項目については、画面の切り替えを行わずに（第２タブ５Ｂを選択
せずに）、その内容を変更できるようになっている。
【００２６】
　図６は、第２タブ５Ｂが選択された際の表示画面を示した図である。
　図６（Ａ）に示すように、第２タブ５Ｂが選択された場合には、ボックス保存に際して
設定可能な他の設定項目が表示される。なお、この場合も、上記と同様の各々の設定項目
はリスト形式で表示される。ここで、本実施形態では、画像読取部１０８にて読み取りを
行う原稿毎に、ファイル名を付けられるようになっている。また、本実施形態では、図６
（Ａ）における「ファイル名」の設定項目が選択されると、同図（Ｂ）に示すように、フ
ァイル名入力用の表示画面が表示される。本実施形態では、この表示画面を介し、ユーザ
は、希望するファイル名を入力する。
【００２７】
　次に、個人プリントについて説明する。
　個人プリントでは、ユーザが有するＰＣ（Personal Computer）などにて生成された画
像データが、画像形成装置１０に送信され、そして、画像形成装置１０の記憶部１０５（
図１参照）に一旦記憶される。そして、ユーザが表示部１０７を介して開始指示を入力す
ることで、用紙への画像形成が開始される。
　個人プリントでは、ユーザが画像形成装置１０の傍にいる状態にて画像形成がなされる
ため、ユーザは、印刷物が印刷された直後にこの印刷物を取得できるようになる。かかる
場合、このユーザ以外の他の者が、この印刷物を取得することが起きにくくなる。
【００２８】
　ここで、個人プリントが行われる際には、図２にて示したホーム画面が操作され、「個
人プリント」の選択用ボタン（図２では不図示）がユーザにより選択される。そして、こ
の「個人プリント」の選択用ボタンが選択されると、図７（「個人プリント」が選択され
た後の表示画面を示した図）に示す表示画面に切り替わる。
【００２９】
　ここで、図７にて示す、切り替え後の表示画面では、記憶部１０５に記録されている複
数の画像データ（印刷ジョブ）のファイル名がリスト形式で表示される。付言すると、縦
方向に並べられた状態で、ファイル名の各々が表示される。また、ファイル名の図中左横
には、印刷後の用紙の状態を示すプレビュー画面が表示される。
【００３０】
　ここで、図７にて示した複数のファイルのうちの一つが選択されると、図８（ファイル
が選択された後の表示画面を示した図）に示す画面に切り替わる。ここで、この表示画面
では、画面の下半分に、設定項目が表示される。具体的には、この例では、「プリント部
数」、「カラーモード」、「両面印刷の有無」の３つの設定項目が表示される。
【００３１】
　さらに、表示画面の右上にはファイル名が表示され、表示画面の左上には印刷後の用紙
の状態を示すプレビュー画面が表示される。なお、本実施形態では、この図８に示す表示
画面にて、上記３つの設定項目の各々を変更できるようになっているとともに、変更を行
うと、この変更に応じて、プレビュー画面も変化する。すなわち、本実施形態では、設定
項目の変更に応じて、プレビュー画面が動的に変化する。
【００３２】
　ここで、本実施形態では、このように、ファイルがリスト形式で表示され、次いで、ユ
ーザが印刷を希望するファイルを選択する。そして、この選ばれたファイルについて印刷
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がなされる。
【００３３】
　なお、図示は省略するが、本実施形態では、「個人一括プリント」という選択用ボタン
２１もホーム画面上に用意されており、この選択用ボタン２１が押圧されると、ワンタッ
チで（他の入力操作を行わずに）、未出力の蓄積文書が一括で印刷される。付言すると、
本実施形態では、個人プリントに関し、「個人プリント（リスト表示）」、「個人一括プ
リント」の２種類の選択用ボタン２１が用意された形となっている。
【００３４】
　ところで、本実施形態の画像形成装置１０では、既に用意されている選択用ボタン２１
の他に、新たな選択用ボタン２１をユーザが作成できるようになっている。付言すると、
本実施形態では、選択用ボタン２１の選択を１回行うことで（複数回の入力操作を行わず
に１回の入力操作を行うことで）、処理が開始される選択用ボタン２１（以下、「ワンタ
ッチ選択用ボタン２１」と称する）を作成できるようになっている。なお、上記「個人一
括プリント」の選択用ボタン２１は、このワンタッチ選択用ボタン２１に該当する。
【００３５】
　ここで、ワンタッチ選択用ボタン２１をユーザが作成する際には、図９（ワンタッチ選
択用ボタン２１をユーザが作成する際の表示画面を示した図）の（Ａ）にて、図中右上に
位置する歯車状の記号（符号９Ａで示す記号）がユーザにより押圧される。なお、図９（
Ａ）に示す表示画面は、メール送信時の画面を表示している。付言すると、図９（Ａ）で
は、図２にて示す「メール」の選択用ボタン２１が選択されて表示画面が切り替わった後
の状態を示している。
【００３６】
　ここで、歯車状の上記記号が押圧されると、図９（Ｂ）に示す表示画面が表示される。
ここで、この表示画面では、ワンタッチ選択用ボタン２１の作成にあたって必要となる情
報がユーザにより入力される。具体的には、名前（１行目）、名前（２行目）がユーザに
より入力される。ここで、本実施形態のワンタッチ選択用ボタン２１（作成後のワンタッ
チ選択用ボタン２１）では、名前が２段で表示される。「名前（１行目）」は、２段のう
ちの上段に表示される名前を示し、「名前（２行目）」は、２段のうちの下段に表示され
る名前を示している。
【００３７】
　さらに、図９（Ｂ）に示す表示画面では、ワンタッチ選択用ボタン２１（アイコン）の
図柄の変更が行われる際にユーザによって押圧されるボタン（符号９Ｂ参照）も表示され
る。このボタンがユーザにより押圧されると、図１０（ワンタッチ選択用ボタン２１の一
覧を示した図）に示す画面が表示され、ユーザが、この画面から一つのワンタッチ選択用
ボタン２１を選ぶことで、この一つのワンタッチ選択用ボタン２１が新たなワンタッチ選
択用ボタン２１として登録される。また、本実施形態では、ユーザは、説明文を登録でき
るようになっており、説明文の登録を行いたいユーザは、表示画面（図９（Ｂ）にて示す
表示画面）の下部に位置するボックス内に、説明文を入力する。
【００３８】
　ここで、図９（Ｂ）に示す表示画面に対するユーザの入力が終了すると、図中右上に位
置する「作成」というボタンがユーザにより押圧される。これにより、図９（Ｃ）に示す
表示画面に表示が切り替わり、表示画面上に（ホーム画面上に）、「ワンタッチメール送
信」というワンタッチ選択用ボタン２１が追加されるようになる。
【００３９】
　なお、ここでは、ワンタッチ選択用ボタン２１を作成する際の処理を説明したが、本実
施形態では、ユーザは、選択用ボタン２１を選択後、確認画面を表示させ、スタートボタ
ンを入力することで処理を実行させる選択ボタン２１も作成できるようになっている。な
お、ワンタッチ選択用ボタン２１と、通常の選択用ボタン２１とは、表示画面上で見分け
ることができるようになっており、ワンタッチ選択用ボタン２１には、図９（Ｃ）の符号
９Ｅに示すように、菱形のマークが付加される。なお、本実施形態において、上記確認画
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面を表示させた後に処理を実行させるためのスタートボタンは、表示画面上ではなく、図
示しない画像形成装置の他の箇所に配置させている。
【００４０】
　なお、上記では、画像形成装置１０における表示処理について説明したが、この表示処
理は、画像形成装置１０以外の装置（例えばタブレット端末などの装置）でも同様に行う
ことができる。
【００４１】
　続いて、処理選択部の一例としての選択用ボタン２１（ワンタッチ選択用ボタン２１ま
たは確認画面を表示する選択用ボタン２１）を作成する場合の処理について、より詳細に
説明する。
　図１１は、選択用ボタン２１を作成する際に、制御部１００（図１参照）により実行さ
れる処理について示したフローチャートである。また、図１２は、選択用ボタン２１を作
成する際に表示部１０７に表示される表示画面を示した図である。
　この例では、ファックス送信機能に係る選択用ボタン２１を作成する場合を例に挙げて
説明する。
【００４２】
　図１１に示すように、新たに選択用ボタン２１の作成を行うに際して、制御部１００は
、まずユーザから新たに作成する選択用ボタン２１に関連付ける機能（処理）についての
入力を受け付ける（ステップ１０１）。
　具体的には、新たに選択用ボタン２１を作成する際には、ユーザは、上述の図２に示し
たホーム画面にて、新たに作成する選択用ボタン２１に関連付ける機能を表す選択用ボタ
ン２１を選択（押圧）する。この例では、ユーザは、まず上述の図２にて示したホーム画
面にて、「ファックス」の選択用ボタン２１を選択する。
【００４３】
　ホーム画面にて選択用ボタン２１が押された場合、制御部１００により、上述の図３～
図６に示したような、選択された機能についての設定を行う画面が、表示部１０７に表示
される。
　この例において、ユーザにより「ファックス」の選択用ボタン２１が選択された場合に
も、制御部１００により、同様に、ファックス機能についての設定を行う画面が表示部１
０７に表示される。ここでは詳細な説明は省略するが、ファックス機能についての設定を
行う画面についても、図３および図４に示したコピー機能についての設定を行う画面や、
図５および図６に示したボックス保存機能についての設定を行う画面と同様に、ユーザに
よって変更される頻度が高い設定項目が表示される第１タブと、全ての設定項目がリスト
形式で表示される第２タブとが設けられた構成となっている。
【００４４】
　そして、ユーザは、表示部１０７に表示された画面を用いて、新たに作成する選択用ボ
タン２１に関連付ける機能について、各項目の設定を行う。例えばコピー機能を選択した
場合には、「両面／片面／製本」、「コピー部数」、「Ｎアップ数（１ページへの集約ペ
ージ数）」、「倍率」、「カラーモード」等の設定を行う。また、ボックス保存機能を選
択した場合には、「カラーモード」、「原稿の送りモード」、「読み取り解像度」等の設
定を行う。
　さらに、ファックス機能を選択した場合には、「送信先」、「画質」、「倍率」等の設
定を行う。なお、「送信先」については、一つの選択用ボタン２１を作成するに際して、
１または複数の送信先を設定することが可能であるが、この例においては、ユーザにより
１つの送信先が設定されたものとする。
【００４５】
　続いて、制御部１００は、選択用ボタン２１の作成を開始するためのボタン（上述の図
９（Ａ）にて符号９Ａで示した歯車状の記号；以下、作成開始ボタン９Ａと呼ぶ）がユー
ザにより選択されたか否かを判断する（ステップ１０２）。
　なお、作成開始ボタン９Ａが選択されない場合（ステップ１０２でＮＯ）、制御部１０
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０は、作成開始ボタン９Ａが選択されるまで待機する。
【００４６】
　次いで、作成開始ボタン９Ａが選択されたと判断した場合（ステップ１０２でＹＥＳ）
、制御部１００は、新たに作成する選択用ボタン２１の設定内容を確認し変更するための
表示画面（以下、選択用ボタン作成画面または単に作成画面とよぶ）を表示部１０７に表
示させる（ステップ１０３）。
　具体的には、制御部１００は、ステップ１０１にてユーザにより入力された新たに作成
する選択用ボタン２１に関連付ける機能や設定項目に対応する作成画面を、表示部１０７
に表示させる。この例では、図１２に示すように、ステップ１０１にて選択されたファッ
クス機能に対応する作成画面が表示部１０７に表示される。
【００４７】
　続いて、制御部１００は、作成画面にて、新たに作成する選択用ボタン２１に関する設
定内容の変更等の入力を受け付ける（ステップ１０４）。
　なお、ステップ１０３にて表示部１０７に表示させる作成画面の詳細や、ステップ１０
４にて作成画面を介して設定内容の変更等の入力を受け付けた場合の処理等については、
後段にて詳細に説明する。
【００４８】
　次に、制御部１００は、作成画面に表示され選択用ボタン２１の作成を完了するための
作成完了ボタン３８が、ユーザにより選択されたか否かを判断する（ステップ１０５）。
　なお、作成完了ボタン３８が選択されない場合（ステップ１０５でＮＯ）には、制御部
１００は、作成完了ボタン３８が選択されるまで待機する。
【００４９】
　作成完了ボタン３８が押されたと判断した場合（ステップ１０５でＹＥＳ）には、制御
部１００は、ステップ１０１やステップ１０４にて入力を受け付けた情報を、作成する選
択用ボタン２１に関連する情報として、記憶部１０５に記憶させる（ステップ１０６）。
　以上より、選択用ボタン２１の作成が終了する。
　なお、ステップ１０６において、作成完了ボタン３８が押されたと判断した場合、制御
部１００は、表示部１０７の表示画面を上述したホーム画面（図２参照）に切り替える。
そして、上述した工程にて作成した新たな選択用ボタン２１は、このホーム画面上に追加
されるようになる（図９（Ｃ）、後述する図１５参照）。
【００５０】
　続いて、選択用ボタン作成画面の詳細について説明する。
　選択用ボタン作成画面には、ユーザが選択用ボタン２１の作成にあたって必要となる情
報等をユーザが入力するためのボタンやボックス等が表示される。
　図１２に示す選択用ボタン作成画面は、作成する選択用ボタン２１の名前を入力するた
めの名前ボックス３１（１行目３１Ａ、２行目３１Ｂ）、作成する選択用ボタン２１の図
柄（アイコン）を変更するためのアイコン変更ボタン３２（図９（Ｂ）にて符号９Ｂで示
したボタンに対応する）、作成する選択用ボタン２１のアイコンに宛先を表示するか否か
を選択するための宛先表示選択ボタン３３、作成する選択用ボタン２１をワンタッチ選択
用ボタン２１とするか確認画面を表示する選択用ボタン２１とするかを選択するためのワ
ンタッチ選択ボタン３４を有している。
　さらに、選択用ボタン作成画面は、作成する選択用ボタン２１に関連付ける機能の種別
を表示する種別表示部３５、作成する選択用ボタン２１に関する説明文を入力するための
説明ボックス３６、作成する選択用ボタン２１がホーム画面に表示される際の状態を表示
するプレビュー表示部３７、選択用ボタン２１の作成を完了するための作成完了ボタン３
８を有している。
【００５１】
　ここで、名前ボックス３１は、上述したように、選択用ボタン２１のアイコンとともに
表示画面（ホーム画面）に表示する名前を入力するためのボックスであり、１行目３１Ａ
と２行目３１Ｂとの２つの行に分けられている。
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　本実施形態では、ステップ１０２にて作成開始ボタン９Ａを選択した際に制御部１００
により表示部１０７に始めに表示されるデフォルト状態の名前ボックス３１には、ステッ
プ１０１にて入力された機能に関連する名前が予め入力されている。この例では、ステッ
プ１０１にて入力されたファックス機能に対応して、名前ボックス３１の１行目３１Ａに
「ワンタッチ」と入力され、２行目３１Ｂに「ファックス送信」と入力されている。
【００５２】
　本実施形態では、ユーザは、名前ボックス３１に入力された名前を変更することができ
る。具体的には、ユーザが名前ボックス３１（１行目３１Ａ、２行目３１Ｂ）を押圧する
と、制御部１００により表示部１０７にキーボード画面（不図示）が表示される。ユーザ
は、表示されたキーボードを用いて、名前ボックス３１に任意の名前を入力することがで
きる。
【００５３】
　アイコン変更ボタン３２は、作成する選択用ボタン２１のアイコンを変更する際に、ユ
ーザにより選択されるボタンである。また、アイコン変更ボタン３２の図中左側には、現
在設定されているアイコンが表示される。本実施形態では、表示部１０７に始めに表示さ
れるデフォルト状態において、制御部１００により予め定められたアイコンが設定されて
おり、アイコン変更ボタン３２の図中左側に表示されている。
【００５４】
　詳細については後述するが、アイコン変更ボタン３２がユーザにより選択されると、制
御部１００により表示部１０７に、複数のアイコンが並んだアイコン選択画面が表示され
る。そして、ユーザはこのアイコン選択画面の中からアイコンを選択することで、作成す
る選択用ボタン２１のアイコンを変更することができる。
【００５５】
　宛先表示選択ボタン３３は、左右に移動させることが可能なつまみを有しており、この
つまみを左右にスライドさせることで、「する」「しない」を選択することができるスラ
イド式のボタンである。
　なお、宛先表示選択ボタン３３は、例えば、ステップ１０１にて選択された機能が、画
像形成装置１０（図１参照）の外部にデータを転送する機能（ファックス送信やメール送
信など）を含む場合に表示される。
【００５６】
　詳細については後述するが、宛先表示選択ボタン３３にて「する」を選択した場合には
、ホーム画面に表示される選択用ボタン２１のアイコンに、選択用ボタン２１に関連付け
られた機能の宛先に関する情報が併せて表示される。
　なお、本実施形態では、宛先表示選択ボタン３３は、表示部１０７に始めに表示される
デフォルト状態の作成画面において、「する」に設定されている。これにより、ユーザが
宛先表示選択ボタン３３に対する操作を行わない場合には、選択用ボタン２１のアイコン
に宛先が併せて表示されることになる。この結果、ユーザが作成画面において、「しない
」と設定を変更しないかぎり、ユーザに宛先を通知するように設定されるため、デフォル
ト状態の作成画面において、「しない」に設定している場合に比べ、意図しない宛先にデ
ータが送信される等の誤送信の発生を抑制できる。
　図１２に示す例では、宛先表示選択ボタン３３を「しない」に選択している。
【００５７】
　ワンタッチ選択ボタン３４は、宛先表示選択ボタン３３と同様に、スライド式のボタン
により構成され、つまみを左右にスライドさせることで、「する」「しない」を選択する
ことができる。
　ここで、ワンタッチ選択ボタン３４にて「する」を選択した場合には、作成される選択
用ボタン２１は、選択用ボタン２１の選択を１回行うだけで処理が開始される「ワンタッ
チ選択用ボタン２１」となる。この場合、上述したように、ホーム画面にて表示される選
択用ボタン２１のアイコンに、菱形のマーク（符号９Ｅ、図９（Ｃ）参照）が付されるこ
とになる。
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【００５８】
　一方、ワンタッチ選択ボタン３４にて「しない」を選択した場合には、作成される選択
用ボタン２１は、「確認画面を表示する選択用ボタン２１」となる。この場合には、ホー
ム画面にて表示される選択用ボタン２１のアイコンには、菱形のマーク（９Ｅ）は付され
ない。
　なお、確認画面を表示する選択用ボタン２１は、ワンタッチ選択用ボタン２１とは異な
り、１回の入力操作（ワンタッチ）を行うだけでは処理は開始されない選択用ボタン２１
である。すなわち、ホーム画面にて確認画面を表示する選択用ボタン２１が選択された場
合には、確認画面を表示する選択用ボタン２１に関連付けられた処理を実行する前に、表
示部１０７に、確認画面を表示する選択用ボタン２１に関連付けられた機能の設定内容等
を確認するための確認画面が表示される。そして、例えばユーザにより確認画面にて処理
の実行が確定された場合に、処理が開始される。
【００５９】
　ここで、本実施形態では、表示部１０７に始めに表示されるデフォルト状態の作成画面
において、ワンタッチ選択ボタン３４は、「しない」に設定されている。これにより、ユ
ーザがワンタッチ選択ボタン３４に対する操作を行わない場合には、作成される選択用ボ
タン２１は、「確認画面を表示する選択用ボタン２１」となる。この結果、ユーザが作成
画面において「する」と変更しないかぎり、ワンタッチ選択用ボタン２１とはしないよう
に設定されるため、デフォルト状態において「する」に設定している場合に比べ、意図せ
ずに「ワンタッチ選択用ボタン２１」が作成されることが抑制され、ユーザが誤ってワン
タッチ選択用ボタン２１を選択することによって意図しない処理が実行されるのを抑制で
きる。
　図１２に示す例では、ワンタッチ選択ボタン３４を「しない」に選択している。
【００６０】
　種別表示部３５は、作成する選択用ボタン２１に関連付けられた機能の種別を表示する
。なお、種別表示部３５に表示される内容は、ステップ１０１にて選択された機能に対応
して制御部１００により設定されるものであり、ユーザは変更することができない。
　上述したように、作成する選択用ボタン２１のアイコンや名前はユーザにより変更する
ことが可能であるため、ユーザによって、選択用ボタン２１のアイコンや名前等が、選択
した機能と関連しないものに変更される場合もある。この場合、機能選択をする際におい
て機能と関連しないアイコンや名前等をみることによってユーザは選択用ボタン２１に関
連付けされた機能を誤認する恐れがある。したがって、本実施形態では、このような不具
合の発生を抑制するために、選択用ボタン２１に関連付けられた機能の種別を、種別表示
部３５にて表示している。
【００６１】
　図１２に示す例では、制御部１００によって種別表示部３５に、ステップ１０１にて選
択されたファックス機能に対応する「ファックス送信」、および、ステップ１０４にて設
定された送信先の件数に対応する「（送信先：１件）」の文字が表示されている。
【００６２】
　説明ボックス３６は、作成する選択用ボタン２１に関する説明を入力するためのボック
スである。ユーザは、説明ボックス３６に対して、任意の説明文を入力することができる
。具体的には、ユーザが説明ボックス３６を押圧すると、制御部１００により表示部１０
７にキーボード画面（不図示）が表示される。ユーザは、このキーボードを用いて、任意
の説明文を入力することができる。そして、制御部１００は、キーボードを介して入力を
受け付けた説明文を説明ボックス３６に表示する。
【００６３】
　また、本実施形態では、例えばステップ１０１にて選択された機能やステップ１０４に
て設定された項目等に応じて、制御部１００により、説明ボックス３６に説明文が自動的
に入力され表示される場合がある。この例では、制御部１００により、ステップ１０１に
てファックスの送信先として設定した電話番号が、説明ボックス３６内に自動的に入力さ
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れ表示されている。
【００６４】
　プレビュー表示部３７は、作成する選択用ボタン２１がホーム画面においてどのように
表示されるかについて、プレビューとして表示する部分である。具体的には、プレビュー
表示部３７には、名前ボックス３１に入力されまたはデフォルトで入力された名前、およ
びアイコン変更ボタン３２により選択されまたはデフォルトで選択されたアイコンが制御
部１００によって表示される。
　また、宛先表示選択ボタン３３にて「する」が選択されている場合には、プレビュー表
示部３７に表示されるアイコンの上方に、選択した機能の宛先に関する情報（宛先表示９
Ｆ；後述する図１５参照）が表示される。さらに、ワンタッチ選択ボタン３４にて「する
」が選択されている場合には、プレビュー表示部３７に表示されるアイコンの右下に、菱
形のマーク（符号９Ｅ；図９（Ｃ）参照）が表示される。
【００６５】
　ここで、本実施形態の制御部１００は、名前ボックス３１、アイコン変更ボタン３２、
宛先表示選択ボタン３３およびワンタッチ選択ボタン３４にて設定される情報が変更され
た場合には、プレビュー表示部３７に表示されるプレビューに、変更内容をリアルタイム
で反映させている。
　これにより、選択用ボタン２１の作成を行うユーザが、現在どのような設定がなされて
いるかを確認することが可能になり、例えば作成する選択用ボタン２１に意図しないアイ
コンや名前等を設定してしまうことを抑制できる。
【００６６】
　作成完了ボタン３８は、上述したように、選択用ボタン２１の作成を完了させるための
ボタンである。制御部１００は、ユーザにより作成完了ボタン３８が選択された場合に、
選択された機能や設定項目を、記憶部１０５（図１参照）に記憶させる。
　具体的には、制御部１００は、作成完了ボタン３８が選択された場合に、ステップ１０
１にて選択された機能やこの機能について設定された設定項目の内容（ファックスの送信
先や部数等）、ステップ１０４にて設定・変更された選択用ボタン２１の作成に当たって
必要となる情報（名前、アイコン、説明文等）等を、作成する選択用ボタン２１と関連付
けて記憶部１０５に記憶させる。
【００６７】
　なお、本実施形態の画像形成装置１０（図１参照）では、記憶部１０５において、例え
ばステップ１０１にて選択される機能ごとに選択用ボタン２１作成画面を記憶している。
そして、制御部１００は、ステップ１０２にて作成開始ボタン９Ａが選択された場合に、
ステップ１０１にて選択された機能に対応する作成画面を記憶部１０５から読み出し、表
示部１０７に表示させている。
【００６８】
　また、図１２には、ファックス機能が選択された場合の作成画面を示したが、ファック
ス機能以外の他の機能が選択された場合の作成画面も、図１２に示した作成画面と基本的
には同様の構成を有している。
　すなわち、ファックス機能以外の他の機能についての作成画面も、図１２で示した例と
同様に、名前ボックス３１、アイコン変更ボタン３２、ワンタッチ選択ボタン３４、種別
表示部３５、説明ボックス３６、プレビュー表示部３７および作成完了ボタン３８を有し
ている。
　これに対し、宛先表示選択ボタン３３については、ファックス機能やメール送信機能等
の、画像形成装置１０（図１参照）の外部へデータ等を転送する機能についての作成画面
にのみ表示され、例えばコピー機能等のように転送機能を含まない機能の作成画面には表
示されないようになっている。
【００６９】
　ところで、上述したように、ユーザにより作成された「ワンタッチ選択用ボタン２１」
は、１回の入力操作を行うだけで、ワンタッチ選択用ボタン２１に関連付けられた機能（
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処理）が開始されるようになっている。すなわち、ホーム画面にて、ワンタッチ選択用ボ
タン２１がユーザにより選択された場合には、ファックスの送信先やコピーの部数等の設
定項目の入力を行う入力画面や、これらの設定項目を確認する確認画面が表示されること
なく、処理が開始される。
　この場合、ユーザにとっては、機能の選択や設定項目の入力を行うことなく処理を実行
することができるため、ユーザの手間を低減できる一方、以下のような問題がある。
【００７０】
　すなわち、ホーム画面においてユーザが意図せずに誤ってワンタッチ選択用ボタン２１
を選択してしまった場合には、ユーザが意図していない処理であっても、すぐに実行され
てしまう。
　この結果、例えば、ファックス送信機能やメール送信機能等の画像形成装置１０の外部
へデータを転送する機能が関連付けられているワンタッチ選択用ボタン２１を、ユーザが
誤って選択してしまった場合には、ユーザが意図していない宛先へデータが転送されてし
まうおそれがある。
　また、記録材（用紙）の大量消費を伴うような部数の多いコピー機能や、メモリの大量
消費を伴うような解像度が高いスキャン機能等が関連付けられているワンタッチ選択用ボ
タン２１を、ユーザが誤って選択してしまった場合には、大量の記録材やメモリが無駄に
消費されることになる。
【００７１】
　さらに、ユーザが作成した選択用ボタン２１が「確認画面を表示する選択用ボタン２１
」である場合には、１回の入力操作では、処理が開始されない。すなわち、ホーム画面に
て、確認画面を表示する選択用ボタン２１が選択された場合には、まず、選択された確認
画面を表示する選択用ボタン２１に関連付けられた機能についての確認画面が表示される
。そして、ユーザがこの確認画面にて処理の実行を確定した場合に、処理が開始されるこ
とになる。
【００７２】
　しかし、このような確認画面を表示する選択用ボタン２１であっても、ファックスの送
信先やコピーの部数等の設定項目を入力する入力画面は表示されない。したがって、ユー
ザは、実行する処理に関する設定項目を入力するという動作を行う必要がないため、たと
え確認画面にて設定項目が表示されたとしても、しっかりと確認することなく処理の実行
を確定してしまう場合もある。
　この場合には、上述した「ワンタッチ選択用ボタン２１」を誤って選択してしまった場
合と同様の問題を生じ得る。
【００７３】
　ところで、画像形成装置１０にて処理を実行する際には、ユーザは、例えばホーム画面
に表示される複数の選択用ボタン２１の中から、それぞれの選択用ボタン２１に対応して
表示されるアイコンや名前等を手掛かりとして、実行したい処理に該当する選択用ボタン
２１を選び、選択する。
　したがって、ホーム画面にて選択用ボタン２１に対応して表示されるアイコンが、例え
ば選択用ボタン２１に関連付けられた機能とは異なる機能を連想させるものである場合に
は、ユーザは、その選択用ボタン２１を、アイコンから連想される機能に関連付けられた
ものと誤認したまま誤って選択してしまうおそれがある。
　この場合、上述したように、ユーザが意図していない処理が行われる懸念がある。
【００７４】
　これに対し、本実施形態では、上述した選択用ボタン２１を作成する過程において、ア
イコン変更ボタン３２（図１２参照）が選択された場合に、ユーザが選択できるアイコン
を制限している。これにより、関連付けられた機能とは異なる機能を連想させるアイコン
が付与された選択用ボタン２１が作成されるのを抑制し、ホーム画面においてユーザが意
図しない選択用ボタン２１を誤って選択することを抑制している。
【００７５】
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　続いて、図１１に示したステップ１０４でアイコン変更ボタン３２（図１２参照）が選
択された場合に行われる、アイコンを変更する場合の処理について詳細に説明する。
　図１３は、アイコン変更ボタン３２が選択された場合に、制御部１００が実行する処理
について示したフローチャートである。また、図１４（Ａ）(Ｂ)は、アイコン変更ボタン
３２が選択された場合に表示されるアイコン選択画面の一例を示した図である。
【００７６】
　まず、アイコン変更ボタン３２が選択された場合（ステップ２０１）、制御部１００は
、上述のステップ１０１（図１１参照）にて入力を受け付けた、作成する選択用ボタン２
１に関連付ける機能やその機能の設定項目等に基づいて、ユーザが選択できるアイコンを
制限するか否かを判断する（ステップ２０２）。
【００７７】
　ステップ２０２にて、制御部１００がアイコンを制限するか否かを判断するに際しては
、例えば、ステップ１０１にて選択された機能が転送機能か否か、ステップ１０１にて選
択された機能が記録材やメモリの大量消費を伴うものか否か等を基準とすることができる
。
　具体的には、制御部１００は、例えばステップ１０１にて選択された機能が、画像形成
装置１０（図１参照）の外部にデータを転送する機能を含む場合（例えばメール送信機能
、ファックス送信機能、ボックス保存機能に転送機能が付された場合など）、記録材やメ
モリの大量消費を伴う機能である場合（コピー機能において印刷部数が予め定められた値
よりも大きい場合、スキャン機能において予め定められた値よりも高い解像度で画像の読
み取りを行う場合など）には、アイコンを制限すると判断する（ステップ２０２でＹＥＳ
）。一方、制御部１００は、選択された機能が、このようなデータを転送する機能や、記
録材やメモリの大量消費を伴う機能でない場合には、アイコンを制限しないと判断する（
ステップ２０２でＮＯ）。
【００７８】
　なお、アイコンを制限するか否かを判断するためのこれらの基準は、例えば記憶部１０
５に記憶される。そして、制御部１００は、記憶部１０５に記憶されるこれらの基準と、
ステップ１０１において表示部１０７を介して選択を受け付けた機能や設定項目等とを比
較することで、アイコンを制限するか否かを判断する。
　また、アイコンを制限するか否かを判断するためのこれらの基準は、例えばユーザによ
って変更可能としてもよく、また新たな基準をユーザによって設定可能としてもよい。
【００７９】
　アイコンを制限しないと判断した場合（ステップ２０２でＮＯ）には、制御部１００は
、全てのアイコンを並べたアイコン選択画面を表示部１０７に表示させる（ステップ２０
３）。図１４（Ａ）は、表示するアイコンを制限せずに、全てのアイコンを表示した場合
のアイコン選択画面を示している。
　図１４（Ａ）に示すアイコン選択画面では、選択用ボタン２１に設定可能な全てのアイ
コンが格子状に並んで表示されている。
　ここで、本実施の形態では、アイコン選択画面に表示される複数のアイコンは、画像形
成装置１０にて実行される処理を連想させない抽象的な画像から構成される１６個の抽象
アイコン７０と、画像形成装置１０にて実行されるいずれかの処理を連想させる画像から
構成される４個の処理アイコン８０とを含んでいる。
【００８０】
　本実施形態の処理アイコン８０には、コピー機能を連想させるコピーアイコン８１、メ
ール機能を連想させるメールアイコン８２、ファックス機能を連想させるファックスアイ
コン８３、ボックス保存機能を連想させるボックス保存アイコン８４が含まれており、図
１４（Ａ）に示すアイコン選択画面では、これらの全ての処理アイコン８０が表示されて
いる。
【００８１】
　ここで、これらの複数のアイコン（抽象アイコン７０、処理アイコン８０）は、全て記
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憶部１０５に記憶されている。また、これらの複数のアイコンのうち処理アイコン８０に
ついては、それぞれの処理アイコン８０から連想される機能に関連付けて記憶されている
。具体的には、コピーアイコン８１はコピー機能と、メールアイコン８２はメール機能と
、ファックスアイコン８３はファックス機能と、ボックス保存アイコンはボックス保存機
能と関連付けられて記憶されている。
　そして、制御部１００は、アイコン選択画面を表示させる際に、ステップ２０２での判
断結果、ステップ１０１にて設定された機能および処理アイコン８０に関連付けられる機
能に基づいて、全てのアイコンの中から表示させるアイコンを選択して記憶部１０５から
読み出し、表示部１０７に表示させる。
【００８２】
　ステップ２０２にてアイコンを制限しないと判断した図１４（Ａ）に示す例では、制御
部１００は、記憶部１０５に記憶される全てのアイコン（抽象アイコン７０、処理アイコ
ン８０）を選択して読み出し、表示部１０７に表示させている。
【００８３】
　続いて、ステップ２０２にてアイコンを制限すると判断した場合（ステップ２０２でＹ
ＥＳ）には、制御部１００は、アイコンを制限して表示部１０７に表示させる（ステップ
２０４）。図１４（Ｂ）は、表示させるアイコンを制限した場合のアイコン選択場面の一
例を示している。
　ステップ２０２にてアイコンを制限すると判断した場合、制御部１００は、ステップ１
０１（図１１参照）にて選択された選択用ボタン２１に関連付ける機能（この例では、フ
ァックス機能）とは異なる機能を連想させるアイコンについては、表示部１０７に表示さ
せない。
【００８４】
　具体的には、制御部１００は、ステップ１０１にて設定された機能および処理アイコン
８０に関連付けられる機能に基づいて、記憶部１０５に記憶される全てのアイコンから、
全ての抽象アイコン７０、および、処理アイコン８０のうち、ステップ１０１にて設定さ
れた機能に関連付けられた処理アイコン８０のみを選択して読み出し、表示部１０７に表
示させている。
【００８５】
　この例では、図１４（Ｂ）に示すように、制御部１００は、処理アイコン８０のうち、
ステップ１０１にて設定されたファックス機能に関連付けられたファックスアイコン８３
のみを表示部１０７に表示させ、ファックス機能とは異なる機能に関連付けられたコピー
アイコン８１、メールアイコン８２およびボックス保存アイコン８４については、表示さ
せていない。
　また、制御部１００は、抽象アイコン７０については表示を制限せず、全ての抽象アイ
コン７０を表示部１０７に表示させる。
【００８６】
　続いて、制御部１００は、アイコン選択画面として表示された複数のアイコンの中から
、ユーザによる変更後のアイコンの選択を受け付け（ステップ２０５）、アイコン変更の
処理を終了する。
　ここで、ステップ２０２で制御部１００がアイコンを制限しないと判断した場合には、
表示部１０７に記憶部１０５に記憶される全てのアイコンが表示されるため、ユーザは、
選択用ボタン２１に関連付けるアイコンを記憶部１０５に記憶される全てのアイコンの中
から選択することができる。
【００８７】
　これに対し、ステップ２０２にて制御部１００がアイコンを制限すると判断した場合に
は、ステップ２０５において、ユーザは、選択用ボタン２１に関連付けるアイコンを、表
示部１０７に表示される、全ての抽象アイコン７０、および処理アイコン８０のうち選択
用ボタン２１に関連付ける機能を連想させるアイコンの中から選択することになる。すな
わち、ユーザは、選択用ボタン２１に関連付ける機能とは異なる機能を連想させる処理ア
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イコン８０を、選択用ボタン２１に関連付けるアイコンとして選択できないようになって
いる。
【００８８】
　なお、ユーザによるアイコン選択を受け付けた後、表示部１０７には、制御部１００に
よって、図１２に示した選択用ボタン２１作成画面が再び表示されることになる。また、
この場合には、制御部１００によって、プレビュー表示部３７にステップ２０５で選択を
受け付けた変更後のアイコンが新たに表示される。
　そして、その後、ユーザにより作成完了ボタン３８が選択されると、制御部１００は、
他の設定項目等と併せて、変更後のアイコンを記憶部１０５に記憶する。
【００８９】
　ここで、本実施形態では、選択用ボタン２１を作成する作成手段、選択用ボタン２１に
付すアイコン（図柄）の選択を受け付ける選択受付手段、選択用ボタン２１に関連付ける
処理とは異なる処理に関する図柄の選択を行えないようにする制限手段は、制御部１００
によって実現される。また、本実施の形態の制御部１００は、選択用ボタン２１に関連付
ける処理とは異なる処理に関する図柄を除いた、所定の図柄のみの選択を許可する許可手
段としても機能する。
【００９０】
　なお、本実施形態では、制御部１００は、ステップ２０２において、ステップ１０１に
て選択された機能や設定項目に基づいてユーザが選択可能なアイコンを制限するか否かの
判定を行ったが、ステップ１０１にて選択される機能や設定項目にかかわらず、常にユー
ザが選択可能なアイコンを制限するものとしても構わない。
　また、本実施形態において、アイコンを制限する場合には、選択を制限するアイコンを
アイコン選択画面に表示させないものとしたが、これに限られない。例えば、選択を制限
するアイコンをアイコン選択画面に表示させたうえで、ユーザによる選択を受け付けない
ように構成しても良く、また、選択を制限するアイコンをアイコン選択画面に表示させた
うえで、色を変えるなどしても良い。また、選択を制限するアイコンについては選択する
ことができない旨をアイコン選択画面にて通知してもよい。さらに、例えばアイコンを選
択後であっても作成が完了するまでの間にエラーとするような構成でも構わない。
　本発明における「制限」とは最終的に制限したいアイコンによる選択用ボタン２１が作
成さない構成であれば良く、また「許可」とは最終的に利用しても良いアイコンのみで選
択用ボタン２１が作成される構成であれば良い。
【００９１】
　なお、上述した図１２に示したように、制御部１００により表示部１０７に始めに表示
されるデフォルト状態の作成画面では、記憶部１０５に記憶される全てのアイコンのうち
、抽象アイコン７０のいずれかが選択され、表示されている。これにより、作成画面にお
いてユーザがアイコン変更ボタン３２に対する操作を行わない場合には、作成する選択用
ボタン２１のアイコンとして抽象アイコン７０が選択されることになる。
　この結果、ユーザがアイコン変更ボタン３２に対する操作を行わない場合においても、
関連付けられる機能とは異なる機能を連想させる処理アイコン８０が、選択用ボタン２１
に付与されることが抑制される。
【００９２】
　続いて、上述したステップ１０６（図１１参照）において作成完了ボタン３８が押され
た後に、制御部１００によって表示部１０７（表示手段）に表示されるホーム画面に対し
て追加表示される新たな選択用ボタン２１について、説明する。
　図１５は、選択用ボタン２１の作成が完了した後に制御部１００によって表示部１０７
に表示される表示画面（ホーム画面）の一例を示した図である。
　なお、図１５には、図１２に示す選択用ボタン２１作成画面において、宛先表示選択ボ
タン３３が「する」に変更され、またアイコン変更ボタン３２によりアイコンがファック
スアイコン８３（図１４（Ａ）(Ｂ)参照）に変更された後に、作成完了ボタン３８が選択
された場合に表示されるホーム画面を示している。
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【００９３】
　図１５に示すように、本実施形態では、ファックス機能が関連付けられた選択用ボタン
２１として、ファックス機能を連想させるファックスアイコン８３が表示される。
　このように、選択用ボタン２１に関連付けられた機能を連想させる処理アイコン８０（
図１４（Ａ）参照）が選択用ボタン２１として表示される場合には、ユーザは、この選択
用ボタン２１を見た場合に、選択用ボタン２１に関連付けられた機能とは異なる機能を連
想しにくい。
　この結果、画像形成装置１０（図１参照）において、ユーザが、選択用ボタン２１に対
して、実際に関連付けられた機能とは異なる機能が関連付けられていると誤認することが
抑制でき、誤って選択用ボタン２１を選択することを抑制できる。この結果、画像形成装
置１０において、ユーザが意図しない処理が行われることを抑制できる。
【００９４】
　さらに、図示は省略するが、上述したアイコン選択画面において抽象アイコン７０（図
１４（Ａ）参照）が選択された場合には、ホーム画面において選択用ボタン２１として抽
象アイコン７０が表示される。
　ここで、上述したように、抽象アイコン７０からは画像形成装置１０にて実行されるい
ずれの機能についても連想されにくい。したがって、ユーザが、選択用ボタン２１に対し
て、実際に関連付けられた機能とは異なる機能が関連付けられていると誤認することが抑
制でき、誤って選択用ボタン２１を選択することを抑制できる。この結果、画像形成装置
１０において、ユーザが意図しない処理が行われることを抑制できる。
【００９５】
　また、図１５に示すように、本実施形態では、宛先表示選択ボタン３３が「する」に選
択されたことに対応して、選択用ボタン２１のアイコンの上方に、宛先表示９Ｆが付与さ
れて表示されている。
【００９６】
　具体的には、制御部１００は、選択用ボタン２１の作成完了後ホーム画面を表示するに
際して、記憶部１０５において選択用ボタン２１に関連付けられて記憶された情報（宛先
表示選択ボタン３３の選択結果）に基づいて、選択用ボタン２１に宛先表示９Ｆを付与す
るか否かを判断する。
　そして、宛先表示９Ｆを付与する場合には、制御部１００は、選択用ボタン２１に関連
付けられた宛先に関する情報を記憶部１０５から読み出し、宛先表示９Ｆとして表示部１
０７に表示させる。
　この例において制御部１００は、宛先表示９Ｆとして、選択用ボタン２１に関連付けら
れたファックス機能の送信先である電話番号を記憶部１０５から読み出し、アイコンに付
して表示部１０７に表示させている。
【００９７】
　このように、選択用ボタン２１に関連付けられた機能が転送機能（ファックス送信、メ
ール送信など）である場合に、選択用ボタン２１のアイコンに宛先表示９Ｆを付して表示
することで、ユーザが選択用ボタン２１を見た場合に、宛先を確認できるようになってい
る。
　この結果、ユーザが選択用ボタン２１に関連付けられた宛先を誤認して選択用ボタン２
１を選択することが抑制され、ユーザが意図していない宛先に対してデータの転送が行わ
れることが抑制される。
【００９８】
　なお、図１５に示した例では、宛先表示９Ｆとしてファックスの送信先である電話番号
を表示したが、これに限られない。例えば、宛先表示９Ｆとして、データの送信先である
電話番号やメールアドレスをそのまま表示しても良く、また、記憶部１０５において送信
先の電話番号やメールアドレスに対応して記憶される送信先の名称等を表示してもよい。
【００９９】
　ところで、本実施形態の画像形成装置１０（図１参照）では、上述したように、選択用
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ボタン２１に関連付ける機能としてボックス保存機能を選択することができる。そして、
選択用ボタン２１にボックス保存機能を関連付ける場合には、さらに、ボックス保存の属
性（以下、ボックス属性とよぶ）として、選択用ボタン２１に対してファックスやメール
等の転送機能を関連付けることが可能になっている。
【０１００】
　ボックス保存機能が関連付けられた選択用ボタン２１に対して、ボックス属性として転
送機能を関連付けた場合には、この選択用ボタン２１を選択してボックスにデータを格納
した際に、自動的にファックス機能やメール機能が実行されて、格納したデータが画像形
成装置１０の外部へ転送されることになる。
【０１０１】
　また、本実施形態では、転送機能等のボックス属性が関連付けられた選択用ボタン２１
を作成した場合、ユーザは、ホーム画面等において、ボックス属性を変更することが可能
となっている。具体的には、ユーザは、ボックス属性として関連付ける転送機能の種類（
ファックス、メール等）や、転送機能における宛先等を変更することができるようになっ
ている。
　さらに、本実施形態の画像形成装置１０では、ユーザは、ボックス保存機能が関連付け
られた選択用ボタン２１に対して、ホーム画面等において新たなボックス属性を関連付け
ることも可能となっている。
【０１０２】
　ここで、例えば複数のユーザが画像形成装置１０を使用している場合等には、あるユー
ザが知らないところで、他のユーザによって、選択用ボタン２１に関連付けられたボック
ス属性が変更されたり、選択用ボタン２１に新たなボックス属性が関連付けられたりする
場合がある。
　そして、選択用ボタン２１のボックス属性が変更されていることや、選択用ボタン２１
に新たなボックス属性が関連付けられていることがユーザに対して何ら通知されない場合
には、ユーザは選択用ボタン２１に関連付けられているボックス属性を誤認したまま、こ
の選択用ボタン２１を選択してしまうおそれがある。この場合、ユーザが意図していない
転送機能等が実行されやすくなる。
【０１０３】
　これに対し、本実施形態では、ボックス保存機能を関連付けた選択用ボタン２１を作成
した場合において、選択用ボタン２１に関連付けられたボックス属性が変更された場合や
、選択用ボタン２１に新たなボックス属性が関連付けられた場合に、表示部１０７にて警
告を表示して、ユーザに注意を促すことが可能になっている。
【０１０４】
　図１６は、ボックス保存機能が関連付けられた選択用ボタン２１を作成する際に表示さ
れる作成画面の一例を示した図である。
　本実施形態では、上述したステップ１０１（図１１参照）において、選択用ボタン２１
に関連付ける機能として、ボックス保存機能が選択された場合には、制御部１００は、表
示部１０７に対して図１６に示した作成画面を表示する。
　図１６に示した作成画面では、上述した名前ボックス３１、アイコン変更ボタン３２、
ワンタッチ選択ボタン３４、種別表示部３５、説明ボックス３６およびプレビュー表示部
３７に加えて、警告表示選択ボタン３９が表示されている。
【０１０５】
　警告表示選択ボタン３９は、ワンタッチ選択ボタン３４等と同様に、スライド式のボタ
ンにより構成され、ユーザは、つまみを左右にスライドさせることで、「する」「しない
」を選択することができる。
　警告表示選択ボタン３９にて「する」を選択した場合には、後述するように、選択用ボ
タン２１のボックス属性が変更された場合や、選択用ボタン２１に新たにボックス属性が
関連付けられた場合に、ホーム画面等において警告を表示する。
　一方、警告表示選択ボタン３９にて「しない」を選択した場合には、警告の表示は行わ
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ない。
　なお、図１６に示した例では、警告表示選択ボタン３９は、「しない」に選択されてい
る。
【０１０６】
　ここで、警告表示選択ボタン３９にて「する」が選択された状態で作成完了ボタン３８
が選択された場合には、制御部１００は、ステップ１０１にて設定されたボックス属性（
ボックス属性が設定されていない場合には、その旨）を記憶部１０５にて記憶する。なお
、ここで記憶部１０５に記憶されたボックス属性は、後述するように、ホーム画面におい
て警告をするか否かを判断する際の基準として用いられる。以下の説明において、記憶部
１０５にて記憶され、警告をするか否かの基準として用いられるボックス属性を、基準ボ
ックス属性とよぶことがある。
　なお、警告表示選択ボタン３９にて「しない」が選択された状態で作成完了ボタン３８
が選択された場合には、基準ボックス属性は記憶しない。
【０１０７】
　続いて、選択用ボタン２１に関連付けられたボックス属性が変更された場合等に行われ
る処理、およびボックス属性が変更された場合等において警告を行う際に表示部１０７に
表示される表示画面について説明する。
　図１７（Ａ）（Ｂ）は、ボックス属性が変更された場合等において警告を行う際に表示
部１０７に表示される表示画面の一例を示した図である。
【０１０８】
　まず、図１７（Ａ）に示すように、ホーム画面に表示される選択用ボタン２１のアイコ
ンに警告を意味するマーク（以下、警告マーク９Ｇ）を付与して警告を表示する第１の例
について説明する。
　図１８は、第１の例において警告の表示を行う際に、制御部１００が実行する処理を示
したフローチャートである。
【０１０９】
　制御部１００は、ボックス保存機能が関連付けられた選択用ボタン２１を作成した後に
表示部１０７においてホーム画面を表示する際には、記憶部１０５において選択用ボタン
２１に関連付けられて記憶された情報（警告表示選択ボタン３９の選択結果）に基づいて
、警告を行うと選択されているか否かを判断する（ステップ３０１）。
【０１１０】
　続いて、警告を行うと選択されている場合（ステップ３０１にてＹＥＳ）には、制御部
１００は、選択用ボタン２１に現在関連付けられているボックス属性と、記憶部１０５に
記憶される基準ボックス属性とを比較する（ステップ３０２）。
　ここで、基準ボックス属性とは、上述したように、選択用ボタン２１を作成した際に選
択用ボタン２１と関連付けられて記憶部１０５に記憶されたボックス属性を表す。また、
選択用ボタン２１を作成した後に、この選択用ボタン２１を選択して処理が実行された場
合には、基準ボックス属性が更新され、処理が実行された際のボックス属性が新たな基準
ボックス属性として記憶される。
【０１１１】
　そして、選択用ボタン２１に現在関連付けられているボックス属性が、基準ボックス属
性とは異なる場合（ステップ３０２にてＹＥＳ）には、制御部１００は、表示部１０７に
表示させるホーム画面にて警告を行う（ステップ３０３）。
　具体的には、制御部１００は、図１７（Ａ）に示すように、ホーム画面を表示するに際
して、選択用ボタン２１に関連付けられたアイコンに警告マーク９Ｇを付して、表示部１
０７に表示させる。
【０１１２】
　一方、選択用ボタン２１において、警告を行わないと選択されている場合（ステップ３
０１にてＮＯ）、および選択用ボタン２１に現在関連付けられているボックス属性が、基
準ボックス属性と等しい場合（ステップ３０２にてＮＯ）には、制御部１００は、警告マ
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ーク９Ｇを付さないで、選択用ボタン２１に関連付けられたアイコンを表示する（ステッ
プ３０４）。
【０１１３】
　続いて、図１７（Ｂ）に示すように、ホーム画面においてユーザが選択用ボタン２１を
選択して処理（ボックス保存）を実行する際に、表示部１０７にポップアップ表示５０を
表示させて警告を行う第２の例について説明する。
　図１９は、第２の例において警告の表示を行う際に、制御部１００が実行する処理を示
したフローチャートである。
【０１１４】
　ホーム画面においてユーザにより選択用ボタン２１が選択された場合には、制御部１０
０は、記憶部１０５において選択用ボタン２１に関連付けられて記憶された情報（警告表
示選択ボタン３９の選択結果）に基づいて、警告を行うと選択されているか否かを判断す
る（ステップ４０１）。
　続いて、警告を行うと選択されている場合（ステップ４０１にてＹＥＳ）には、制御部
１００は、選択用ボタン２１に現在関連付けられているボックス属性と、記憶部１０５に
記憶される基準ボックス属性とを比較する（ステップ４０２）。
【０１１５】
　そして、選択用ボタン２１に現在関連付けられているボックス属性が、基準ボックス属
性とは異なる場合（ステップ４０２にてＹＥＳ）には、制御部１００は、表示部１０７に
表示させるホーム画面にて警告を行う（ステップ４０３）。
　具体的には、制御部１００は、図１７（Ｂ）に示すように、ホーム画面にポップアップ
表示５０を表示させる。なお、ポップアップ表示５０には、図１７（Ｂ）に示すように、
ユーザに警告を促す文章５３、処理を継続して実行することを決定するための継続ボタン
５１、処理の取り消し（キャンセル）を決定するためのキャンセルボタン５２が表示され
る。
【０１１６】
　続いて、制御部１００は、ポップアップ表示５０における継続ボタン５１が選択された
か否かを判断する（ステップ４０４）。
　継続ボタン５１が選択された場合（ステップ４０４にてＹＥＳ）、制御部１００は、選
択用ボタン２１に関連付けられているボックス属性を、新たな基準ボックス属性として、
記憶部１０５に記憶させ、基準ボックス属性を更新する（ステップ４０５）。
　そして制御部１００は、選択用ボタン２１に関連付けられている処理を実行し（ステッ
プ４０６）、一連の処理を終了する。
【０１１７】
　一方、ポップアップ表示５０における継続ボタン５１が選択されなかった場合、すなわ
ち、キャンセルボタン５２が選択された場合（ステップ４０４にてＮＯ）には、制御部１
００は、選択用ボタン２１に関連付けられている処理の実行を取り消して（ステップ４０
７）、一連の処理を終了する。なお、処理の実行を取り消した場合には、制御部１００は
、基準ボックス属性の更新は行わない。
【０１１８】
　なお、選択用ボタン２１において、警告を行わないと選択されている場合（ステップ４
０１にてＮＯ）、および選択用ボタン２１に現在関連付けられているボックス属性が、基
準ボックス属性と等しい場合（ステップ４０２にてＮＯ）には、制御部１００は、選択用
ボタン２１に関連付けられている処理を実行し（ステップ４０６）、一連の処理を終了す
る。
【０１１９】
　このように、本実施形態では、ボックス保存機能を関連付けた選択用ボタン２１を作成
した場合において、選択用ボタン２１に関連付けられたボックス属性が変更された場合や
、選択用ボタン２１に新たなボックス属性が関連付けられた場合に、表示部１０７に警告
を表示させている。
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　これにより、ユーザは、選択用ボタン２１に関連付けられたボックス属性が変更された
ことや、選択用ボタン２１に新たなボックス属性が関連付けられたことを表示部１０７に
て認識することができる。
　この結果、ユーザが選択用ボタン２１に関連付けられているボックス属性を誤認するこ
とを抑制でき、画像形成装置１０（図１参照）においてユーザが意図しない処理（転送機
能）が実行されることを抑制できる。
【０１２０】
　さらに、図１７（Ｂ）に示した第２の例では、ボックス属性が変更された場合等には、
選択用ボタン２１を選択した後であっても、処理の実行を取り消すことが可能になってい
る。これにより、ユーザが選択用ボタン２１に関連付けられているボックス属性を誤認し
て選択用ボタン２１を選択してしまったとしても、画像形成装置１０においてユーザが意
図しない処理が実行されることを抑制できる。
【０１２１】
　ここで、ユーザに対する警告の方法は、図１７（Ａ）に示した第１の例や図１７（Ｂ）
に示した第２の例には限られない。また、第１の例と第２の例との双方を併用する等、複
数の警告方法を併用して警告を行ってもよい。
　さらに、いずれの方法を用いて警告を行うかについては、例えばユーザによって設定・
変更することができるように構成してもよい。
【０１２２】
　また、上述した例では、選択用ボタン２１にボックス保存機能が関連付けられ、ボック
ス属性が変更された場合に警告を表示する処理について説明したが、警告を行うのはこれ
に限られない。選択用ボタン２１に関連付けられた処理がボックス保存機能以外の機能で
ある場合でも、例えば選択用ボタン２１に関連付けられている機能の内容（コピー部数、
画質、メール等の送信先等）が変更された場合に、警告を行うように構成してもよい。
【０１２３】
　なお、本実施の形態においては、例えば、画像形成部１０９、通信部１１０、制御部１
００および記憶部１０５により処理手段が構成されている。
【符号の説明】
【０１２４】
１０…画像形成装置、２１…選択用ボタン、３２…アイコン変更ボタン、７０…抽象アイ
コン、８０…処理アイコン、１００…制御部、１０５…記憶部、１０７…表示部
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【図１７】 【図１８】

【図１９】



(27) JP 2015-37317 A 2015.2.23

フロントページの続き

Ｆターム(参考) 5C062 AA02  AA05  AB02  AB17  AB20  AB22  AB23  AC02  AC05  AC24 
　　　　 　　        AE01  AE07 
　　　　 　　  5E555 AA24  AA54  BA27  BB27  CA12  CB12  CB34  DA01  DB18  DC11 
　　　　 　　        FA08  FA14 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

